
門真市新型インフルエンザ等対策行動計画[第２版]の概要

第１部 新型インフルエンザ等対策特別措置法と行動計画

●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合に、
平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示した計画。
本市は平成26年３月に初版の「門真市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定。

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19）によるパンデミックや法改正等を踏まえ、
令和６年度に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」及び「大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画」 が
それぞれ改定されたことを受け、本市の行動計画も改定版（第２版）を策定することとなった。

１ 実施体制

２ 情報提供・共有・リスクコミュニケーション

３ まん延防止

４ ワクチン

５ 保健

６ 物資

７ 住民の生活及び地域経済の安定の確保

第２部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針

＜主な改定ポイント＞
（１）平時の準備の記載を充実
●対策項目ごとに準備期、初動期、対応期の３期を設定する。
●平時の備えの充実や訓練による迅速な初動体制の確立、情報収集・共有を行う。
●平時からの手洗いやマスク着用、正しい感染対策の普及啓発等、準備期の取組を充実させる。

（2）対策項目の拡充と機動的な対策の切替
●中長期的に複数の感染の波が生じることも想定し、幅広く対応できるよう「有事のシナリオ」を想定。
●対策項目を整理し、６項目から７項目に拡充。
情報分野に「リスクコミュニケーション」を追加したほか、「ワクチン」「保健」「物資」等の新規項目を追加。

新規

新規

新規

新規

＜参考：前計画の対策項目＞

⑴実施体制
⑵サーベイランス・情報収集
⑶情報提供・共有
⑷予防・まん延防止
⑸医療
⑹市民生活及び市民経済の安定

第３部 新型インフルエンザ等の各対策項目の考え方及び取組

●本行動計画の対象となる感染症

目的

戦略
発生前から流行状況が収束するまで「準備期」「初動期」「対応期」に分け
一連の流れをもった戦略を確立する

具
体
的
な
対
策

感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する

市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする

様々な感染症に幅広く対応できる「有事のシナリオ」を想定

新規

新規

＜準備期＞
・実践的な訓練の
実施
・行動計画の作成
や体制整備・強化
・国及び地方公共
団体等との連携

＜対応期＞
・実施体制の在り方
・緊急事態措置の
検討等
・特措法によらない
基本的な感染症対
策に移行する時期
の体制

＜初動期＞
・新型インフルエ
ンザ等の発生が
確認された場合
の措置
・迅速な対策の
実施に必要な予
算の確保

＜準備期＞
・新型インフルエンザ等の発
生の対策強化に向けた理解
や準備の促進等

＜初動期＞
・国内でのまん延防止
対策の準備

＜準備期＞
・新型インフルエ
ンザ等の発生前
における住民等
への情報提供・共
有

＜対応期＞
・情報提供・共
有について
・基本的方針

＜準備期＞
・接種に必要な資
材の準備
・供給体制
・接種体制の構築
・情報提供・共有
・ＤＸの推進

＜対応期＞
・ワクチンや必要
な資材の供給
・接種体制
・健康被害救済
・情報提供・共有

＜初動期＞
・接種体制
・ワクチンの接種
に必要な資材

＜準備期＞
・情報共有体制の整備
・支援の実施にかかる
仕組みの整備
・物資及び資材の備蓄
・生活支援を要する者
への支援等の準備
・火葬体制の構築

＜対応期＞
・住民の生活の安
定の確保を対象
とした対応
・社会経済活動の
安定の確保を対
象とした対応

＜初動期＞
・遺体の安置

＜初動期＞
・情報提供・共有に
ついて
・双方向のコミュニ
ケーションの確保

＜準備期＞
・人材の確保

＜対応期＞
・主な対応業務の
実施

＜初動期＞
・有事体制への
移行準備

＜準備期～初動期＞
・感染症対策物資等の備蓄等

＜対応期＞
・感染症対策物資等の備蓄等


